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船舶インシデント調査報告書 

 

                             令和元年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３１年３月３１日 ０６時４０分ごろ 

発生場所 和歌山県すさみ町江須
え す

埼南南西方沖 

 江須埼灯台から真方位１９７°１.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２８.４′ 東経１３５°３５.０′） 

インシデントの概要  貨物船菱洋
りょうよう

丸は、西北西進中、主機の運転ができなくなり、運航

不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年６月６日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 菱洋丸、４９９トン 

１３４７０４、大洋海運株式会社（Ａ社） 

７７.２４ｍ×１１.５０ｍ×６.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６kＷ、平成６年１１月 

４サイクル、回転数毎分２４５、６気筒、ボア３００mm、使用燃料

Ａ重油、平成６年９月機関製造 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５８年２月１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月２７日 

免状有効期間満了日 令和２年４月２６日 

機関長 男性 ７５歳 

五級海技士（機関）（機関限定） 

免 許 年 月 日 昭和４４年１月１７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年２月１７日 

免状有効期間満了日 令和２年５月２３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、鉄鋼製品約１,５０

０ｔを積載し、阪神港大阪第３区に向け、主機を回転数毎分（rpm）
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約２４８（約１００％負荷）とし、江須埼南南西方沖を約１０.１ノ

ットの対地速力で西北西進していた。 

機関長は、平成３１年３月３１日０６時４０分ごろ、機関監視室

（制御室）で当直中、主機からの大きな異音を聞いて直ちに主機を点

検したところ、２本ある排気マニホルドの内の‘上部排気マニホルド

の一部を構成している短管’（以下「本件短管」という。）付近から排

気ガスが噴出していることが分かった。 

船長は、機関長から主機に排気ガスの漏えい
．．

が発生した旨の報告を

受け、主機を約２２０rpm に減じて針路を反転させ、０９時００分ご

ろ和歌山県串本
くしもと

町袋
ふくろ

港沖に到着して本船を錨泊させた。 

機関長は、本船が錨泊中、主機を停止して排気ガスの漏えい
．．

箇所を

調査したところ、本件短管のフランジ部が溶接線で破断していること

が分かり、主機の運転ができないことを船長に報告した。 

船長は、０９時１０分ごろ自力での航行を断念して、船舶保険会社

に連絡した後に引船運航会社にえい
．．

航を要請した。 

本船は、４月１日１６時５０分ごろ来援した引船によりえい
．．

航が開

始され、２日０６時３０分ごろ和歌山県和歌山下津
し も つ

港に到着し、機関

整備会社が船上で本件短管を作製して交換を行い、３日１２時００分

ごろ主機を復旧した。 

（付図１ インシデント発生場所概略図、写真１ 本件短管の破断状

況 参照） 

 その他の事項 本船は、船首側から順にシリンダ番号が付された主機を機関室の中

央付近に据付け、１番、２番及び３番シリンダから排出された排気ガ

スが本件短管を取り付けた上部排気マニホルドに、４番、５番及び６

番シリンダから排出された排気ガスが下部排気マニホルドに導かれ

て、両排気マニホルドから排気ガスを過給機に供給していた。（図１

参照） 

 

図１ 排気マニホルドの組立図（参考） 

本船は、約７年前、本件短管を交換していた。また、本件短管は、

船上で機関整備会社によって圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰＧ）を用

いて作製された溶接構造のもので、本インシデント発生時の残存肉厚

が約６mmであった。 

機関製造会社は、本件短管の材質をねずみ鋳鉄（普通鋳鉄、ＦＣ２
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５０）とし、管部の肉厚を約１０mm として設計及び作製していた。ま

た、機関製造会社は、納期等の関係で、本件短管を鋳物製に代えて配

管用炭素鋼鋼管（ＳＧＰ）を資材に製缶品（溶接組立製）を準備する

こともあったが、必ず製造工場で治具
じ ぐ

を用いて本件短管と同形の物を

作製していた。 

本船は、ふだん、主機が定格出力で運転中、各シリンダの排気ガス

温度は約３８０℃、過給機入口での排気ガス温度は約５２５℃に達し

ていた。また、ＪＩＳ規格によれば、圧力配管用炭素鋼鋼管（ＳＴＰ

Ｇ）の推奨使用環境温度の上限が約３５０℃であった。 

機関長は、ふだん、主機の運転中に運転状況を確認しており、常用

負荷で航海中には過給機付近が揺さぶられていることを知っていた

が、本インシデント発生まで本件短管付近で排気ガスの漏えい
．．

音を聞

いたことがなかった。 

機関長は、平成３０年６月の定期検査時に本船の貨物ホールド壁面

の破口部を大規模にダブリング補修を施工した後、機関室内の主機排

気管周辺等で振動がやや大きくなったと感じていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、約７年前に本件短管の修理が行われた後、正規の配管に交

換されていない状況下、江須埼南南西方沖を西北西進中、本件短管が

破断したことから、排気ガスが噴出して主機の運転ができなくなり、

運航不能となったものと推定される。 

本船は、過去に船上での修理作業において、本件短管が配管用炭素

鋼鋼管で作製され、同鋼管の推奨使用環境温度の上限付近で長期にわ

たり使用を続けたことから、本件短管に疲労等が発生して破断した可

能性があると考えられるが、当時の本件短管の交換に至った経緯等を

明らかにすることができなかった。 

原因 本インシデントは、本船が、約７年前に本件短管の修理が行われた

後、正規の配管に交換されていない状況下、江須埼南南西方沖を西北

西進中、本件短管が破断したため、排気ガスが噴出して主機の運転が

できなくなったことにより発生したものと推定される。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・主機の排気マニホルドを修理する際、正規の部品等を準備できな

かった場合には仮修理と考え、使用する配管の材質を十分に検討

して排気マニホルドを作製し、入渠時期等を考慮してできる限り

早期に正規のものと交換すること。 

・主機のシリンダカバーの取り外し整備後、排気マニホルドとの接



- 4 - 

合が難しい場合、機関製造会社のアドバイスを受けることが望ま

しい。 
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付図１ インシデント発生場所概略図 

本船錨泊箇所

江須埼灯台

紀伊半島

すさみ町

和歌山県

三重県

串本町

袋港

潮岬灯台

紀伊大島

 

 

写真１ 本件短管の破断状況 

（発生直後の写真）            （破断した本件短管） 

 
 

インシデント発生場所 

（平成３１年３月３１日 

 ０６時４０分ごろ発生） 


